
※協議が終わりましたら各課担当者が確認日等記入してください 別紙用紙①

日付 担当者

汚水・雑排水系統について河川下水道課下水道担当と協議してください /

雨水排水系統について河川下水道課総合治水担当と協議してください /

上水道について水道課と協議してください
　◆協議がお済みでないと、計画内容によっては給水工事の許可をできない
　　場合もあり得ますので、ご注意ください。（水道課：℡048-982-7711）

※協議が終わりましたら各課担当者が確認日等記入してください 別紙用紙①

日付 担当者

汚水・雑排水系統について河川下水道課下水道担当と協議してください /

雨水排水系統について河川下水道課総合治水担当と協議してください /

上水道について水道課と協議してください
　◆協議がお済みでないと、計画内容によっては給水工事の許可をできない
　　場合もあり得ますので、ご注意ください。（水道課：℡048-982-7711）

地区計画の届出に関する関係各課の確認事項
（チェックが付いている項目について担当課と必ず協議してください）

担当課確認

地区計画の届出に関する関係各課の確認事項
（チェックが付いている項目について担当課と必ず協議してください）

担当課確認

協 議 事 項

□ 自動車出入口について道路課と協議してください /

□ 電柱移設について道路課と協議してください /

□
電柱の民地内建柱・舗装計画について吉川美南駅周辺地
域整備課と協議してください

/

□ 使用するごみ集積所について環境課と協議してください /

□

□ /

協 議 事 項

□ 自動車出入口について道路課と協議してください /

□ 電柱移設について道路課と協議してください /

□
電柱の民地内建柱・舗装計画について吉川美南駅周辺地
域整備課と協議してください

/

□ 使用するごみ集積所について環境課と協議してください /

□

□ /


